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別紙 

第２ 付加機能利用料 

 

２  付加機能の種類等 

（ア）Ａプランに係るもの 

（１）（２）（３）以外のもの 

5G通信オプション 特定携帯電話事業者が提供するａ

ｕ（5G）通信サービスを Fiimo オ

プションとして提供するサービス

をいいます。 

１契約ごとに 
200円 

（220円） 

備

考 

ア au VoLTEに非対応の SIMではご利用いただけません。 

イ 本オプションの利用申し込みにあたり、以下の条件を満たし

ていただく必要があります。 

（１） 当社との間で、Fiimoモバイル通信サービス契約約款に

基づき、Fiimo契約を締結されていること。 

（２） Fiimoモバイル通信サービスの契約について、利用停止

されていないこと。 

（３） Fiimoモバイル通信サービスの利用料金その他支払債務

をお支払期限内にお支払いいただいていること。 

（４） 本オプションを 5G回線未対応端末でご利用の場合、利

用制限、または通信ができない場合があることを承諾

いただくこと。 

（５） 実際の通信速度は Fiimo通信ネットワークの混雑状況

等により左右されるため、Fiimo通信サービスの混雑

時間帯において、本オプションの利用により通信速度

が改善するものではないことを承諾いただくこと。 

ウ 前項各号の申込条件を満たしていただいている場合であって

も、お客さまが以下のいずれかに該当するときは、当社はお

客さまからの本オプションへの利用申込をお断りさせていた

だくことがあります。 

（１） 過去に本規約、Fiimoモバイル通信サービス契約約款に

違反したことがある場合、または当社からサービス利

用契約を解除されたことがある場合。 

（２） その他当社が不適切と判断した場合。 

エ 利用者は、利用料金として、サービス利用契約１契約につき

料金表に定める月額料金を当社が別途指定する期日までに所

定の方法により支払うものとします。 

オ 利用料金の課金開始は、利用契約の成立日（Fiimo 契約と同

時申込みの場合は、Fiimo 契約の利用開始日）とし、その利

用日数に応じて日割します。 

カ 契約終了付きの利用料金は、その利用日数に応じて日割しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 付加機能利用料 

 

２  付加機能の種類等 

（ア）Ａプランに係るもの 

（１）（２）（３）以外のもの 

5G通信オプション 特定携帯電話事業者が提供するａ

ｕ（5G）通信サービスを Fiimo オ

プションとして提供するサービス

をいいます。 

１契約ごとに 無料 

備
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ア au VoLTEに非対応の SIMではご利用いただけません。 

イ 本オプションの利用申し込みにあたり、以下の条件を満たし
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をお支払期限内にお支払いいただいていること。 

（４） 本オプションを 5G回線未対応端末でご利用の場合、利

用制限、または通信ができない場合があることを承諾

いただくこと。 

（５） 実際の通信速度は Fiimo通信ネットワークの混雑状況

等により左右されるため、Fiimo通信サービスの混雑

時間帯において、本オプションの利用により通信速度

が改善するものではないことを承諾いただくこと。 

ウ 前項各号の申込条件を満たしていただいている場合であって

も、お客さまが以下のいずれかに該当するときは、当社はお

客さまからの本オプションへの利用申込をお断りさせていた

だくことがあります。 

（１） 過去に本規約、Fiimoモバイル通信サービス契約約款に

違反したことがある場合、または当社からサービス利

用契約を解除されたことがある場合。 
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料金表に定める月額料金を当社が別途指定する期日までに所

定の方法により支払うものとします。 

オ 利用料金の課金開始は、利用契約の成立日（Fiimo 契約と同

時申込みの場合は、Fiimo 契約の利用開始日）とし、その利

用日数に応じて日割します。 
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別紙 

第２ 付加機能利用料 

 

２  付加機能の種類等 

（イ）Ｄプランに係るもの 

（１）（２）（３）以外のもの 

5G通信オプション 特定携帯電話事業者が提供するド

コモ5G通信サービスをFiimoオプ

ションとして提供するサービスを

いいます。 

１契約ごとに 
200円 

（220円） 

備

考 

ア データ通信（SMS 機能付き）タイプではご利用いただけませ

ん。 

イ 3G通信がご利用いただけません。 

ウ 本オプションの利用申し込みにあたり、以下の条件を満たし

ていただく必要があります。 

（１） 当社との間で、Fiimoモバイル通信サービス契約約款に

基づき、Fiimo契約を締結されていること。 

（２） Fiimoモバイル通信サービスの契約について、利用停止

されていないこと。 

（３） Fiimoモバイル通信サービスの利用料金その他支払債務

をお支払期限内にお支払いいただいていること。 

（４） 本オプションを 5G回線未対応端末でご利用の場合、利

用制限、または通信ができない場合があることを承諾

いただくこと。 

（５） 実際の通信速度は Fiimo通信ネットワークの混雑状況

等により左右されるため、Fiimo通信サービスの混雑

時間帯において、本オプションの利用により通信速度

が改善するものではないことを承諾いただくこと。 

エ 前項各号の申込条件を満たしていただいている場合であって

も、お客さまが以下のいずれかに該当するときは、当社はお

客さまからの本オプションへの利用申込をお断りさせていた

だくことがあります。 

（１） 過去に本規約、Fiimoモバイル通信サービス契約約款に

違反したことがある場合、または当社からサービス利

用契約を解除されたことがある場合。 

（２） その他当社が不適切と判断した場合。 

オ 利用者は、利用料金として、サービス利用契約１契約につき
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定の方法により支払うものとします。 

カ 利用料金の課金開始は、利用契約の成立日（Fiimo 契約と同

時申込みの場合は、Fiimo 契約の利用開始日）とし、その利

用日数に応じて日割します。 

キ 契約終了付きの利用料金は、その利用日数に応じて日割しま
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時間帯において、本オプションの利用により通信速度

が改善するものではないことを承諾いただくこと。 

エ 前項各号の申込条件を満たしていただいている場合であって

も、お客さまが以下のいずれかに該当するときは、当社はお

客さまからの本オプションへの利用申込をお断りさせていた

だくことがあります。 
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別紙 

第２ 付加機能利用料 

 

２  付加機能の種類等 

（ウ）Ｓプランに係るもの 

（１）（２）以外のもの 

5G通信オプション 特定携帯電話事業者が提供するソ

フトバンク 5G 通信サービスを

Fiimo オプションとして提供する

サービスをいいます。 

１契約ごとに 
200円 

（220円） 

備

考 

ア 本オプションの利用申し込みにあたり、以下の条件を満たし

ていただく必要があります。 

（１） 当社との間で、Fiimoモバイル通信サービス契約約款に

基づき、Fiimo契約を締結されていること。 

（２） Fiimoモバイル通信サービスの契約について、利用停止

されていないこと。 

（３） Fiimoモバイル通信サービスの利用料金その他支払債務

をお支払期限内にお支払いいただいていること。 

（４） 本オプションを 5G回線未対応端末でご利用の場合、利

用制限、または通信ができない場合があることを承諾

いただくこと。 

（５） 実際の通信速度は Fiimo通信ネットワークの混雑状況

等により左右されるため、Fiimo通信サービスの混雑

時間帯において、本オプションの利用により通信速度

が改善するものではないことを承諾いただくこと。 
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客さまからの本オプションへの利用申込をお断りさせていた

だくことがあります。 
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違反したことがある場合、または当社からサービス利

用契約を解除されたことがある場合。 

（２） その他当社が不適切と判断した場合。 

ウ 利用者は、利用料金として、サービス利用契約１契約につき

料金表に定める月額料金を当社が別途指定する期日までに所
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附 則 

 

（実施期日） 

１ この改正約款は、２０２２年６月１日から実施します。 

 


